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日本貨物運送協同組合連合会（日貨協連）の概要

組合員事業者数
約１３，０００者

（３１連合会、566協同組合）                                                                                  

会  長：御手洗 安
所在地：東京都新宿区四谷三丁目2-5
設  立：昭和３９年１２月２５日
会員数：１００組合

（３1連合会・69協同組合）

相互扶助の精神に基づき、会員協同組合を通じた各種共同事業に取り
組むことにより、中小トラック運送事業者の経営基盤強化と社会的・経済
的地位を向上を図ることを事業目的とするトラック運送事業協同組合の
中央団体

燃料共同購入事業

各種保険事業

情報化推進事業

各種販売事業

WebＫＩＴの運営

貨物補償制度、グループ保険、取引信用保険の取扱

ドライバー研修テキスト、ドライバー学習支援サービス、
業務用血圧計などの販売
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、自動点呼機器などの普及



「Ｗeｂ ＫＩＴ2プラス」の概要

WebKIT2プラスはインターネット

を利用して、荷物を依頼する側と
車両を活用したい運送側がそれぞ
れ情報登録や検索を行う。

うまくマッチングしそうな情報を

見つけたら、まず相手先に電話で
連絡し、さらに詳細な条件を詰め
た上で、成約に結びつける。

WebKITでは協同組合を窓口と

して運送代金の精算・決済を行う
ため、都道府県トラック協会の会
員であることに加え、ＫＩＴ事業参
加協同組合の組合員であることが
要件となる。
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共同輸送・ネットワークの歩み（概要）
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昭和44年 輸送連絡センターを開設

帰りに斡旋による輸送効率化と遊休車両の活用斡旋を目指す。

昭和51年 「日貨協連システム輸送（ＮＳＴ）」の稼働

輸送センターに設置のテレックスを利用。

平成  3年 「ネットワークＫＩＴ事業」の開始

パソコン通信を情報手段の中心として運営

平成16年 「ＷｅｂＫＩＴ」の開始

インターネット対応版のＷｅｂＫＩＴとしてシステムを刷新

令和元年 「ＷｅｂＫＩＴ２」の供用開始

スマホ専用アプリの提供やマッピング地図からの検索など大幅なバー

ジョンアップ

令和４年 「ＷｅｂＫＩＴ２プラス」の供用開始

「標準的運賃の自動表示」「庸車追跡」「テレビ会議」の３機能の追加

と、セキュリティ及び障害対策の強化等を図り、使いやすさと操作性の

飛躍的な向上
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WebKIT活用例の概念図（組合請けパターン①）
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WebKIT活用例の概念図（組合請けパターン②）



ネットワーク利用者の情報①

（３）会員（端末ID数）と内訳〈令和7年11月末現在〉

会員制
（１）会員資格
① 各都道府県トラック協会の会員トラック運送事業者
② トラック運送事業者で構成する協同組合かつ、その組合員
※荷主は対象外

（２）取扱品目：一般貨物全般

ID数

協同組合等 190

トラック運送事業者 3,064

営業所 1,022

追加ＩＤ 2,420

合計端末ID数 6,696
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ネットワーク利用者の情報②

【主な取扱輸送品目】 【主な取扱車種】

（４）会員情報登録データから見る主な取扱輸送品目ならびに取扱車種

※会員各社がWebKIT上に属性として登録している輸送品目(基本データ)より算出

※会員各社がWebKIT上に属性として登録している車両
(基本データ)より算出
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輸送品目 登録数
機械・装置 951
鋼材 669
建材 658
食料品 568
金属製品 485
衣料・雑貨 457
飲料品 435
紙・パルプ製品 386
電気製品 323
化学製品 305
農産物 297
木材 274
引越貨物 178
セメント製品 166
石油製品 119
畜産物 37
セメント 37
その他危険物 32
砂利・砂等 29
水産物 26
その他 1,881
未登録（不明） 1,866

車種 事業者数

ウイング 2,350

平 1,835

ユニック 1,027

バン 953

冷凍 357

保冷 313

幌 238

海上コンテナ 237

ダンプ 202

重機運搬車 128

車載車 87

危険物運搬車 49

未登録（不明） 1,303



年間の取扱数量

令和６年度
荷物登録件数 １，９１６，４５６件
荷物成約件数 ２８６，３１８件
荷物成約率 １４．９％
車両登録件数 １３８，０８８件
車両成約件数 ８，５２６件
車両成約率 ６．２％
総成約件数 ２９４，８４４件

年間情報件数(令和６年度)

掲載情報の種類

長距離輸送の帰り荷をはじめ、近距離を含めた積み合わせ輸送品など、いわゆる「ス
ポット輸送」とされる輸送、または、空きスペースのある車両。

なお、積合せ「可」を条件としている荷物情報の割合は１０％弱。
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成約運賃指数

平成２２年４月を１００とした運賃指数を毎月全日本トラック協会と共同で公表。運賃指数は上昇
傾向にあり、令和７年１１月は、１１月としては過去最高の水準。



運送のどれくらい前の登録が多いか

令和７年４月～９月のデータを見ると、繁閑期や連休前後によって変動はあるが、輸
送の前日に登録される情報が全体の２１％と最も多く占めている。

【輸送の積日と登録日との日数差】
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法令改正への対応(最近の主なもの)

・書面化対応

成約と同時に
確認メールが
自動配信され、
メール内容は
書面化に対応。

・実運送体制(請負階層)記載欄の追加

成約情報画面に

「実運送体制管理簿」対
象チェック、
元請事業者ならびに
真荷主の名称、
委託先事業者の請負
階層の記載欄を設置。
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再委託の禁止

実運送事業者が自ら輸送するために契約することを規定している。

さらに、ＷｅｂＫＩＴで成約した輸送契約を同じＷｅｂＫＩＴやネットサービスへ再委託する行為や他の

ネットサービスで成約した輸送契約のＷｅｂＫＩＴへ再委託する行為を禁止している。

（禁止行為）
第２７条 利用者は、本システムを利用するにあたり、次
の各号を行ってはならない。
（９）相手に無断で成約情報を変更する行為
（１０）ＷｅｂＫＩＴで知り得た情報を委託する目的で他のシ

ステムへ掲載する行為
（１１）他のシステムで知り得た情報を委託する目的でＷ

ｅｂＫＩＴに掲載する行為
（１２）ＷｅｂＫＩＴで知り得た情報を委託する目的でＷｅｂＫ

ＩＴへ掲載する行為

Ａ．WebKITの利用のあり方
Ａ−１．利用の目的
会員は、経営資源の相互補完・相互扶助の理念に基づいて、原則

として、自らが当事者となって、輸送取引を成立させる目的のため
にWebKITを利用することができます。

○荷物情報および⾞両情報を登録する時や取引が成立した輸送は、
自らが当事者となって輸送取引を履行する前提で利用すること
ができます。WebKITの掲載情報を受託後に、当該荷物をWebKIT
に再委託することはできません。

○ただし、受託者は、車両故障時などにおいて、契約を履行する
ために協力会社など自社が管理可能な範囲に限り、一次下請事
業者による輸送を例外として認められます。なお、他ネットを
利用して成立した一次下請事業者はこの限りではありません。 

KIT事業運営規程(抜粋) WebKIT適正利用ガイドライン(抜粋)
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①

②

③

荷物情報の登録時に標準
的運賃を参考として表示
する。

標準的運賃との乖離状況
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実費料金の設定
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適正な運賃・料金を収受できるよう運賃とは別建てを前提とする各種料金の入力項目を設置して
いる。

【実費料金の入力欄（高速道路料金別途負担の有無は必須項目）】
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規約等に反する取引が発生した場合について

・KIT事業運営規程において遵守事項ならびに禁止事項を定め、規定の具体的な内容

についてはWebKIT適正利用ガイドラインを策定し周知を図っている。

・罰則規定では、違反事項に対する是正勧告・対面指導、勧告に従わない場合に行う改

  善命令、正当な理由なく命令に従わない場合に行う一定期間の利用停止及び参加の

取消しを規定している。
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事故時の対応

貨物事故が発生した場合には、
事故原因者が保険会社へ連絡す
る。

KIT荷物保険パンフレット
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運賃の支払いが滞った場合の対応

委託側の事業者から運賃の支
払いが滞った場合は、ＷｅｂＫＩＴ
専用の取引信用保険により、協
同組合は保険会社から運送代
金の支払を保険金として受ける
ことができる。

KIT運送代金補償パンフレット
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ネットワーク利用料
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WebKITの普及活動

（１）トラック協会主催の説明会のほか、協
 同組合単位の加入説明会を随時開催

（２）日貨協連のWebKITホームページによる
   広報
（３）その他 業界専門紙等の広報媒体の活用
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ＷｅｂＫＩＴ説明会の内容

（１）ＷｅｂＫＩＴの概要について、
（２）ＷｅｂＫＩＴの使い方について
（３）わが社のＫＩＴ活用事例

(ＷｅｂＫＩＴを利用する運送事業者からの説明)
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人的交流は、ネットワーク取引を成功させるために不可欠な要素。WebKITでは、交流会を通じ
て、 信頼関係の構築はもちろん、 新たなビジネスチャンスの発見の機会を提供している。 全国及
び地域ごとに開催される研修 ・ 交流会を積極的に活用することで、ヒューマン ・ リレーションを
構築することができる。

研修交流会を通じた信頼関係の構築
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Ａ社

Ｂ社

WebKIT利用者の声

Ｄ社

Ｃ社



選択される理由
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ご清聴ありがとうございました
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